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－ 21 －

議案第１７号

令和７年度あきる野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

令和７年度あきる野市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９４千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２，７９１，６７９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月１６日提出

東京都あきる野市長 中 嶋 博 幸



第1表　歳入歳出予算補正

　歳　入

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補正額 計

－  22 －

1 後期高齢者医療保険
料

1,365,850 41,806 1,407,656

1 後期高齢者医療保険
料

1,365,850 41,806 1,407,656

2 広域連合支出金 17,311 △4,162 13,149

1 広域連合補助金 17,311 △4,162 13,149

3 繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

1 他会計繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 2,791,185 494 2,791,679



　歳　出

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補正額 計

－  23 －

3 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099

1 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 2,791,185 494 2,791,679



－ 24 －



予 算 説 明 書
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１　 総 括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

款 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

－  26 －

  1 後期高齢者医療保険料 1,365,850 41,806 1,407,656

  2 広域連合支出金 17,311 △4,162 13,149

  3 繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

歳　　　入　　　合　　　計 2,791,185 494 2,791,679



(歳 出)

款 補正前の額 補正額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国　都
支出金

地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－  27 －

  3 広域連合
納付金

2,604,605 494 2,605,099 494

歳出合計 2,791,185 494 2,791,679 494



２　歳　　入
(款) 01 後期高齢者医療保険料 (項) 01 後期高齢者医療保険料

- 28 - - 29 -

科　　　　　　　目

 款  項　　　　　　　目
補正前の額 補正額 計

節

区　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円 千円

01 後期高齢者医療保険料 1,365,850 41,806 1,407,656

01 後期高齢者医療保険料 1,365,850 41,806 1,407,656

01 特別徴収保険料 789,093 35,201 824,294 01 特別徴収保険 35,201 　 01 特別徴収保険料追加 35,201

料

02 普通徴収保険料 576,757 6,605 583,362 01 現年度分 5,380 　 01 普通徴収現年度保険料追加 5,380

02 滞納繰越分 1,225 　 01 普通徴収滞納繰越保険料追加 1,225

02 広域連合支出金 17,311 △4,162 13,149

01 広域連合補助金 17,311 △4,162 13,149

01 広域連合補助金 17,311 △4,162 13,149 01 区市町村支援 △4,162 　 01 区市町村支援事業補助金減額 △4,162

事業補助金

03 繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

01 他会計繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

01 一般会計繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354 01 療養給付費繰 △36,222 　 01 療養給付費繰入金減額 △36,222

入金

02 事務費繰入金 △219 　 01 事務費繰入金減額 △219

03 保険基盤安定 △3,225 　 01 保険基盤安定繰入金減額 △3,225

繰入金

04 保険料軽減措 △1,646 　 01 保険料軽減措置費繰入金減額 △1,646

置費繰入金

05 健康診査費繰 4,162 　 01 健康診査費繰入金追加 4,162

入金

(款) 03 繰入金 (項) 01 他会計繰入金



２　歳　　入
(款) 01 後期高齢者医療保険料 (項) 01 後期高齢者医療保険料

- 28 - - 29 -

科　　　　　　　目

 款  項　　　　　　　目
補正前の額 補正額 計

節

区　　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円 千円

01 後期高齢者医療保険料 1,365,850 41,806 1,407,656

01 後期高齢者医療保険料 1,365,850 41,806 1,407,656

01 特別徴収保険料 789,093 35,201 824,294 01 特別徴収保険 35,201 　 01 特別徴収保険料追加 35,201

料

02 普通徴収保険料 576,757 6,605 583,362 01 現年度分 5,380 　 01 普通徴収現年度保険料追加 5,380

02 滞納繰越分 1,225 　 01 普通徴収滞納繰越保険料追加 1,225

02 広域連合支出金 17,311 △4,162 13,149

01 広域連合補助金 17,311 △4,162 13,149

01 広域連合補助金 17,311 △4,162 13,149 01 区市町村支援 △4,162 　 01 区市町村支援事業補助金減額 △4,162

事業補助金

03 繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

01 他会計繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354

01 一般会計繰入金 1,280,504 △37,150 1,243,354 01 療養給付費繰 △36,222 　 01 療養給付費繰入金減額 △36,222

入金

02 事務費繰入金 △219 　 01 事務費繰入金減額 △219

03 保険基盤安定 △3,225 　 01 保険基盤安定繰入金減額 △3,225

繰入金

04 保険料軽減措 △1,646 　 01 保険料軽減措置費繰入金減額 △1,646

置費繰入金

05 健康診査費繰 4,162 　 01 健康診査費繰入金追加 4,162

入金

(款) 03 繰入金 (項) 01 他会計繰入金



３　歳　　出
（款）03 広域連合納付金 （項）01 広域連合納付金

- 30 - - 31 -

科　　　　目

款 項 目
補正前の額 補正額 計

国都支出金 地方債 その他
一般財源

補正額の財源内訳

特 　 定 　 財 　 源
節

区　　分 金　額
説　　　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

03 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0

01 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0

01 広域連合分賦金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0 18 負担金補 494 01 広域連合分賦金経費 494

助及び交 1813 東京都後期高齢者医療広域連合負担金追 494

付金 加

01 保険料等負担金 (41,806)

02 療養給付費負担金 (△36,222)

03 事務費負担金 (△219)

04 保険基盤安定負担金 (△3,225)

05 保険料軽減措置負担金 (△1,646)

（款）03 広域連合納付金 （項）01 広域連合納付金



３　歳　　出
（款）03 広域連合納付金 （項）01 広域連合納付金

- 30 - - 31 -

科　　　　目

款 項 目
補正前の額 補正額 計

国都支出金 地方債 その他
一般財源

補正額の財源内訳

特 　 定 　 財 　 源
節

区　　分 金　額
説　　　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

03 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0

01 広域連合納付金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0

01 広域連合分賦金 2,604,605 494 2,605,099 0 0 494 0 18 負担金補 494 01 広域連合分賦金経費 494

助及び交 1813 東京都後期高齢者医療広域連合負担金追 494

付金 加

01 保険料等負担金 (41,806)

02 療養給付費負担金 (△36,222)

03 事務費負担金 (△219)

04 保険基盤安定負担金 (△3,225)

05 保険料軽減措置負担金 (△1,646)

（款）03 広域連合納付金 （項）01 広域連合納付金



－ 32 －


